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「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について 

 

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」（平成５年２月15日付け

健政発第98号厚生省健康政策局長通知。以下「局長通知」という。）において、医療

機器等の滅菌消毒の業務を委託できる医療機器又は繊維製品の範囲は、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号。以下「感染症

法」という。）第６条第２項から第７項までに規定する感染症の病原体により汚染さ

れた医療機器又は繊維製品（汚染されたおそれのある医療機器又は繊維製品を含む。

）であって、医療機関において、感染症法第29条の規定に基づいて定められた方法に

よる消毒が行われていないもの等以外としているところです。 

今般、関係学会への照会結果を踏まえ、感染症法第６条第６項に規定する感染症

（五類感染症）の病原体により汚染された医療機器又は繊維製品（汚染されたおそれ

のある医療機器又は繊維製品を含む。）の滅菌消毒の業務の委託については、運搬体

制及び防護服の着用等による作業体制が確立されている場合は、医療機関内で消毒を

行うことなく医療機関外へ運搬することが可能となるよう、局長通知を別添１のとお

り改正し、本日から適用するとともに、併せて「病院、診療所等の業務委託について

」（平成５年２月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知）を改正すること

としました。なお、改正内容に基づき、汚染された医療機器又は繊維製品を医療機関

内で消毒を行うことなく医療機関外へ運搬する場合には、委託者である医療機関及び

受託者双方は、医療機関内で運搬を行う場合以上に情報共有を図り、事故を未然に防

ぐよう努めることが重要であることにご留意ください。 

また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（令和６年法律第53号）による栄養士法（昭和22年法律第245号）

の改正により、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士でなくとも、管理栄養士国家

試験を受けることができることとされました。これを踏まえ、これまで病院の調理業

務を受託する者は、栄養士を受託業務を行う場所に置くもの等とされていましたが、

栄養士の資格を有しない管理栄養士を置くことも可能となるよう、今般、地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の



 
施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（令和６年厚生労働省令第164号）

により、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の10第３号が改正され、

令和７年４月１日より施行されることとなりました。これに伴い、局長通知を別添２

のとおり改正し、同日から適用することとしました。 

貴職におかれては、これらを御承知の上、貴管下の医療機関等に対し、本通知の

周知をお願いします。 

 

 


